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午前１０時００分 開会 

（出席議員 １３名） 

 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（村上和子君） 御出席まことに御苦労に存じます。

ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより令和４年第４回上富良野町議会臨時会を開会

いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会運営等

諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

令和４年７月２２日に、５番金子益三議員から、令和４

年７月３１日をもって一身上の都合により議員を辞職し

たい旨の辞職願が上富良野町議会会議規則第９９条の規

定により、議長に提出されました。閉会中でありましたの

で、地方自治法第１２６条ただし書きの規定により、７月

２２日、議長が金子議員の辞職願を許可いたしました。 

本臨時会は、７月２２日に告示され、同日、議案等の配

布を行い、その内容につきまして、お手元に配付の議事日

程のとおりであります。 

本臨時会の案件は、町長からの提出議案３件でありま

す。 

本臨時会の説明につきましては、町長以下、関係者の出

席を求め、別紙配付のとおり、出席しております。 

欠席の議員の報告をいたします。６番中澤議員から、一

身上の都合により欠席届出は提出されておりますので、

御報告いたします。 

以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって議会運営等諸般の報

告を終わります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員の指名

についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、

議長において、 

  ９番 佐 藤 大 輔 君 

  １０番 今 村 辰 義 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第２ 会期の決定についてを

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第１号令和４年度

上富良野町一般会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただきました、

議案第１号令和４年度上富良野町一般会計補正予算（第

３号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

１点目は新型コロナウイルス感染症対策事業に係る事

業費の補正ですが、国の１次補正予算で計上されました

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び

北海道の補正予算を活用しまして、今般のコロナ禍にお

ける原油価格、物価高騰に対応するために、原油価格・物

価高騰等総合緊急対策事業、高齢者世帯等生活支援事業、

臨時福祉生活支援事業、キャッシュレス化推進事業、プレ

ミアム付き商品券発行事業の５事業を実施するために要

する費用について補正をお願いするものでございます。 

２点目につきましては、学校給食センター機器整備に

伴う事業費の補正についてですが、これにつきましては

各小中学校に設置している牛乳保冷庫については、購入

後２１年間が経過しており、経年劣化によりまして一部

機能に支障がきたしてきていることから、特定防衛施設

周辺整備調整交付金を財源といたしまして各小中学校分

４台の牛乳保冷庫を更新するものでございます。 

３点目につきましては、特定防衛施設周辺調整交付金

事業のうち、町立病院及びラベンダーハイツの車両購入

及び除雪機等の事業費が確定したことによりまして、ラ

ベンダーハイツ事業特別会計繰出及び町立病院補助等の

減額補正をお願いするもので、前段、説明させていただき

ました各小中学校の牛乳保冷庫購入にこの財源を活用し
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て整備を図るものです。 

４点目につきましては、上富良野学校給食センターの

スチームボイラーの配管設備につきまして、経年劣化に

よりまして一部機能に支障をきたしており、この夏休み

期間中を利用いたしまして修繕を予定していることから、

富良野広域連合負担金として補正をお願いするものでご

ざいます。 

５点目は高額の寄附採納をいただいたことから、御寄

附者としまして図書館図書購入及び町立病院建設の財源

として活用いただきたい御意向がありましたので、図書

購入につきまして、早期に御寄附者の意向にこたえるた

めに、所要の補正をお願いするとともに、町立病院建設の

財源としまして公共施設整備基金に積み立てるものでご

ざいます。 

以上、申し上げた内容を主な要素といたしまして、不足

する財源につきましては予備費を充当し、財源調整を図

ったうえで、補正予算を調整したところであります。 

 それでは議案の説明につきましては、議決項目の部分

についてのみ説明をし、予算の事項別明細書につきまし

ては省略をさせていただきますので、御了承願いたいと

思います。 

議案第１号を御覧ください。 

 令和４年度上富良野町一般会計補正予算（第３号）。 

令和４年度上富良野町の一般会計の補正予算(第３号)は、

次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算の補正)。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，０

０７万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ８３億 ２，５８８万９，０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。 

１頁をお開き願いたいと思います。 

第１表につきましては、款ごとの名称と補正額のみ申

し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

１、歳入。 

１５款国庫支出金７，３０１万 ５，０００円。 

１６款道支出金６０６万円。 

１８款寄附金１００万円。 

歳入合計８，００７万 ５，０００円となります。 

２、歳出。 

１款議会費１６万５，０００円。 

２款総務費１１５万４，０００円。 

３款民生費３，４７２万４，０００円。 

４款衛生費１９万９，０００円の減。 

７款商工費５，１００万円。 

９款教育費２９６万７，０００円。 

１２款予備費９７３万６，０００円の減。 

歳出合計、８，００７万５，０００円となっております。 

以上で、議案第１号令和４年度上富良野町一般会計補

正予算（第３号）の説明といたします。 

御審議いただきまして、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説明を終

わります。 

これより質疑に入ります。 

７番米沢義英君。 

〇７番（米沢義英君） 給付全体についてまずお伺いいた

します。 

今回、地域創生臨時交付金使った生活物価等の高騰、コ

ロナ禍による影響で受けている支援対策という形になっ

ております。それで、生活支援等について、受付期間がそ

れぞれ決められております。おそらく何らかの要因でこ

の受付、おそらくそういうことはまれにあるのかないの

かっていう状況かというふうに思いますが、間に合わな

かったっていう例も全くないということは言えないかも

しれませんが、若干受付期間を過ぎた場合においても若

干の猶予、対策等というのは、持ち合わせているのかどう

なのかこの点、お伺いいたします。 

 次にお伺いしたいのは、高齢者等の冬の生活支援の問

題であります。 

前回も申し上げましたが、生活保護基準の１．２倍未満

という形になっております。今、現状を見ましたら、全般

的にこの生活によるコロナ禍により、あるいは物価の高

騰による影響を受けております。この生活保護基準の見

直し、前回も申し上げましたが、１．４倍未満という形の

設定があってもいいのではないかともういうふうに思い

ます。私はこれにとどまることなく、一定部分、全町民に

対して、生活支援の部分を財調だとか取り崩しを行いな

がら、そういった部分にもやっぱり充てるべきではない

かというふうに思います。 

 二つ目にお伺いしたいのは、生活保護世帯は除くとい

うふうになっております。確かに生活保護世帯は冬季加

算等々があります。しかしこの間、国の政策によって、正

確ではありませんが見直しがされてその基準が減額され

たという要素も見受けられます。そうしますと、確かに冬

季加算等があったとしても、こういった生活保護世帯に

とっては非常なやっぱり物の高騰によって影響を免れな

いという状況が見受けられますので、これを外した理由

等については、どういう理由なのかお伺いしておきたい

というふうに思います。 
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 次に学校給食センターの問題についてお伺いいたしま

す。おそらくあの今回、非常に大事なことでありまして、

購入時期においても、経年劣化しているということ、これ

は当然取り替えなければなりませんが、おそらくこれは

当面の修理修繕かというふうに思います。現場見させて

いただきましたが、これにとどまることなく、ボイラーも

そうなので相当劣化が進んでまして、やっぱりそういう

対策がなかなか計画的には載っておりますが、今後どう

いうものが修理に上がってくるのか、修繕の対象になっ

てくるのかという問題が出てきてますのでこの点も若干

わかる範囲でよろしいんですが、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山悟君） ７番米沢議員の御質問の保

健福祉関係３点の質問にお答えさせていただきます。 

 まず、生活支援の関係の事業ということで、受付期間は

３ヶ月設定しているんですけれども、それを過ぎた場合

の対応ということでございます。今回、国の臨時交付金を

活用しておりますので、一応受付期間を設定しておりま

すが、３月３１日までに給付したものが対象ということ

でございますので、今、令和３年度の臨時給付につきまし

ても、逐次定期的に周知をして受け付けている状況もご

ざいます。同じようにこの国の国庫支出金を活用した臨

時給付金を活用した事業でございますので、一応期間は

設けてはおりますが、過ぎても対応できるような体制、あ

くまで年度いっぱいなんですけれども、年度いっぱいに

支給できるというような体制で、窓口の方は開いている

というところで、御理解の方をお願いしたいと思います。 

 続いて２点目の質問の、生活保護の１．２倍未満という

設定でありまして、１．４未満になぜしないのかという質

問でございます。基本は、今まで高齢者等の冬の生活支援

ということで、昨年令和３年度も実行させていただいて

おりますが、そこでそういった今までの制度等々も勘案

した中で、今回につきましても１．２倍未満ということで

設定をさせていただいたところでございます。これにつ

きましては、ほとんどの国民年金の方が対象となるとい

うような、一応計算もしておりまして、真に生活に困って

いる低所得者と言っていいのかどうかわかりませんけど、

そういった方々を対象として含まれるということで設定

しているところでございます。基本設定していないもの

につきましては、高齢者等と生活支援事業へと１万２，０

００円につきましてはそういった設定がなく、６５歳以

上の高齢者のいる世帯ということで、そちらの方も並行

で制度として持ち合わせておりますので、そういった部

分で対象となるのかなというような形でございます。 

 あと今回、高齢者等の冬の生活支援の事業につきまし

て、生活保護を抜いた理由ということでございますけれ

ども、昨年度も同じような説明を申し上げているという

ところで、米沢議員の方からもいろいろと今発言もあっ

たように、一応生活保護の中に期末手当と冬季手当の燃

料加算が加算されているっていうのが基準額で示されて

いるということでございますので、別の国の制度の方で

そういった灯油加算の部分がもう算定されているという

ことでございまして、今回この１万円を給付する高齢者

等の生活支援事業につきましては、申し訳ございません

けれども生活保護を除くというような形で設定させてい

ただきました。ただ、生活保護の皆様も国から給付する保

護費という部分も大きく増加しているという状況ではご

ざいませんので、高齢者等の生活支援という１万２，００

０円の給付につきましては、６５歳以上とか障害者等の

生活保護者を含むという形で、そちらの方で一部、対象を

拡大しているというところで御理解の方願いたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ７番米沢議員の給食セン

ターに関する御質問にお答えさせていただきます。給食

センターの建物そのものにつきましては、かなりの年数

が経ってるということで、現在、それの更新に必要な部分

のことについて内部等にも協議をしているところでござ

いますが、当面、今後の中におきましては、結構年数が経

っておりますボイラー、もしくはボイラーと合わせた給

湯の配管関係、また調理場そのものを排水等を含めた改

修などが当面今後ちょっと計画的にやっていかなければ

ないというふうにちょっと今話をしているところでござ

いまして、今後そこら辺の部分も含めまして、今後の施設

のあり方等も含めて、内部で協議を進めさせていただき

たいと考えております。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

１１番小林啓太君。 

〇１１番（小林啓太君） キャッシュレス化推進事業負担

費に関してお伺いしたいのですが、こちらキャッシュレ

ス端末の導入等にかかる費用だと思うのですが、この事

業に伴って、キャッシュレス決済を使用する側の利用促

進政策としてこの２０%のプレミアム還元キャンペーン

とかもあると思うのですが、何かこれに伴って、このキャ

ッシュレスのこの機械の使い方を例えば教える出前講座

があったりだとか、例えば飲食店であれば、これを使うそ

の使い方を示してくれるようなパウチや何かそういうの

を設置するなど、そういう利用促進をするような考えは

あるのかということをお伺いしたいと思います。 

続いて、次のプレミアム付き商品券発行事業負担にも
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関わるところなんですが、この前段のキャッシュレス化

推進事業等、このプレミアム商品券発行事業というのを

うまく組み合わせてやればどちらにもメリットがあるよ

うな気がしたのですが、何かこのキャッシュレス機器を

使って、プレミアム商品券の発行をもっと快適にするで

あったりとか、利用促進するなどそのようなことができ

ないのかお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

〇企画商工観光課長（狩野寿志君） １１番小林議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、キャッシュレス化事業の関係ですが、事業の目的

としましては、町内の小規模店舗、それのキャッシュレス

化が進むような事業の一環として今回事業を組み立てさ

せていただきました。その中で利用促進のために使う側

の人、消費者の方にプレミアムをつけて、それがきっかけ

となって使うのに、小規模店舗がそのＰａｙＰａｙを導

入する、キャッシュレス化を導入するというのを一つ仕

掛けといいますかそういう部分に仕掛けていきたいなと

いうふうに考えて今回この事業を組み立てさせていただ

きました。それに伴いまして業者側につきましてはＰａ

ｙＰａｙ社の方からお話が行ってその指導というのです

か、その使い方とか、そういうなレクチャーされるのかな

というふうには思います。あと使う側の人、特に高齢者と

か使いたいときにも使い方がわからないというようなセ

ミナーとか、講習とかそういうのはちょっと今後商工会

の方と相談していきながら考えていきたいなというふう

に思います。ひと手間がかかるので、バーコード読み取り

してひと手間をしていただいてやってもらうというよう

なことが、ちょっと普通のカードやなんかと違いますの

で、そういうのをセミナーといいますか広報していきた

いなというふうに考えております。 

 ２点目の今回のプレミアム付き商品券の発行と上手く

抱き合わせできなかったのかなというとこですが、将来

的にこのキャッシュレス化が進めば将来的にはそういう

ことも考えるんですが、現在のところはやはり今回の目

的としましては、町内業者の支援と、もう一点は、町の中

の今回の物価上昇とか、町民にあてに、まず今まで使って

いますプレミアム商品券を発行いたしまして、その中で

両方が生活支援を図るというようなもので考えておりま

すので、将来的な話になればそういうのも考えられるの

かなと思っておりますが、ＰａｙＰａｙでも先ほど申し

ましたが約１２６店舗ぐらいしか町の中の店舗でないと、

だいたい４００店舗のうちの３割程度しかないというこ

とから今回はまずはキャッシュレス化を進めて、その後、

こういうようなプレミアム商品券事業とかも、抱き合わ

せてできるようなことは将来的に考えていきたいなとい

うふうに考えておりますので御理解を賜りたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １１番小林啓太君。 

〇１１番（小林啓太君） 今回はこのプレミアム付き商品

券と抱き合わせては難しいけど将来的にというお話だっ

たと思います。今回みたいにまさに何かこういういろん

な利用者にとってもサービスが付くというタイミングは

まさにものを覚えたりとか取り掛かる、特に普段使い慣

れない高齢者の方かなんかにとっては覚える非常にいい

機会になるんじゃないかなというのを個人的に思ってい

ます。こういうのが、結局導入される店舗の導入数が増え、

かつ利用者の利用のシェアが増えていったところで、そ

の次の展開のプレミアム付き商品券とかそういう地域カ

ードのような形で利用できるというふうになっていくと

思うのですが、今の段階で、例えば導入店舗が何店舗を超

えたらとか、利用者がどれぐらいを超えたらその段階に

いけるのかというような定量的な目標はあるのかお伺い

したいなと。でなければじゃないと、もうずっと将来的に

はしたいという答弁で終わってしまうんじゃないかと思

いちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

〇企画商工観光課長（狩野寿志君） １１番小林議員の御

質問にお答えします。 

目標としましては、８割９割のどこの店舗にもそうい

うのがあるということで、特に町内の消費者のみならず、

例えば観光客の方とか、今はもうほとんどキャッシュレ

スで動いてますので、ＰａｙＰａｙなりいろいろな物を

持って動いているのもありますので、やっぱり８割９割

ぐらいの店舗が進めば、次にはこういうような事業に進

んでいきたいなと。そのときの機運といいますか状況に

もよりますけども、それはちょっと商工会とも協議して

いかなければならないと思いますが、やっぱり８割９割

ぐらいがないと、やっぱり次の展開に進めないのかなと。

当然その次の地域カードという言葉もありましたけども、

地域カードにつきましてもそのぐらいの利用率がなけれ

ば発行してもやっぱり使ってもらえなかったら意味がな

くなってしまいますので、やはり８割９割の店舗でこう

いうキャッシュレス化が進んでいくということが、今の

ところの当面の目標でございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

８番荒生博一君。 

〇８番（荒生博一君） 臨時福祉生活支援事業に関して、

２点ほど確認させていただきますが、今回この事業に関

しては申請主義ということで、あくまでも対象者の申請
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を待って、給付するということで、昨年の３年度の実績が

２００件程度ということを見越した中で、一財の使用は

ないんではないかということを、先ほどの全協でおっし

ゃってはいたんですけれども、やはりこういった原油高

等々に配慮したせっかくの支援事業なので、例えばこれ

を役務費を１，２００×８４でたった１０万円ですよ。 

 そういったものを経費をかけてでも、やはり広く対象

者に支給すべきだと考えるんですが、なぜ申請主義にな

っているのか昨年がそうだったからっていう理由も含め

てでしょうけどその辺に関して御答弁願います。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山悟君） ８番荒生議員の御質問にお

答えします。 

 高齢者等の冬の支援事業がなぜ他の事業と違って申請

主義なのかっていう理由でございますけれども、所得を

確認しなきゃいけないという部分がございますので、年

金の払い済み通知書とかそういった自分の所得の関係の

コピーをとらなきゃいけないという部分で、それで申請

主義というような形になっています。 

 他の分につきましては、多分年齢の基準とか、障害者基

準というところで名簿を抽出して、こちらの方からプッ

シュ型に近いような形で確認書というものを送って、あ

なたは該当になっていますので申請してくださいという

ような形になりますけれども、その部分の所得について

は、ちょっと把握が保健福祉課サイドではできないこと

から、周知徹底を十分にして申請していただいてという

ような形を取らさせていただいております。 

 広報につきましても、新聞折込みも他の事業と違って

追加でやる部分もございますし、あと昨年同様に地域の

ことを一番わかっていらっしゃる、民生児童委員さん、定

例会で毎月ございますので、そのときに制度等を説明さ

せていただいて、そして一番地域のことはわかっている

方々なのでそういった方々からも、該当となるような

方々につきましては周知徹底説明も協力していただいて、

そして十分に申請していただくような形をとらさせてい

ただきたいと思います。 

 あとはあくまでも今、保健福祉課では５本の事業を抱

えていて非常に町民の方はわかりづらいんですけれども、

令和３年度の臨時給付金がまだ続いている部分、令和４

年度の非課税世帯の部分の追加の部分、幅だしの部分、こ

れがある分、あと先ほど申し上げた生活支援の部分、あと

は高齢者等々支援の部分、あとは高齢者と冬の支援の部

分ということで、５つの事業が走っておりますので、住民

の方、いろいろと問い合わせ来たときに、そういった部分

で合わせて１万円申請しましたとか、１万 ２，０００円

書類出しましたとか５万円出しましたとか１０万円出し

ましたとか、いろんな形で聞けるというメリットも今回、

受付時期をちょっと重複させてることもありますので、

そういった窓口対応とか電話照会対応でも、実際に防災

無線流すと電話が鳴り続けます。一応そういったところ

で十分に周知して、申請いただけるような形をあれこれ

多様な手法で、周知徹底していきたいと思います。これだ

けどうしても申請主義でなかなか高齢者の方々、申請非

常に難しい部分ございますので、説明とかそういった民

生児童委員さんの協力等々得ながら、十分に一応こちら

の方では６００というような数字を持っておりますので、

そこで１人でも多くの方々に申請していただき、交付し

ていきたいという考えでございますので御理解の方願い

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

なければこれをもって質疑を終了いたします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起

立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和４年度上富良野町一般会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

暑い方はどうぞ上着をお取りいただいてもと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

◎日程第４  議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第２号令和４年度

上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算(第

２号）を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま上程い

ただきました、議案第２号令和４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 特定防衛施設周辺整備調整交付金で購入を予定してい

ました介護用スロープ付き軽自動車及び施設管理用除雪

機購入にあたり、入札執行により事業費が確定したこと

から所要の補正を行うものであります。 

 それでは以下、議案の説明につきましては、議決項目の
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部分のみ説明をし、予算の事項別明細書につきましては、

省略させていただきますので、御了承願います。 

議案第２号を御覧ください。 

議案第２号令和４年度上富良野町ラベンダーハイツ事

業特別会計補正予算（第２号）。 

令和４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特別会

計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正）。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５

１万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３億４，３８５万８，０００円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表

歳入歳出予算補正による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額のみを

申し上げます。 

第１表、歳入歳出予算補正。 

１、歳入。 

 ３款国庫支出金２９万円の減。 

 ７款繰入金２２万１，０００円の減。 

 歳入合計、５１万１，０００円の減。 

２、歳出。 

 １款総務費１２万５，０００円の減。 

 ２款サービス事業費３８万６，０００円の減。 

 歳出合計、５１万１，０００円の減。 

 以上で、議案第２号令和４年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第２号）の説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

なければこれをもって質疑を終了いたします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起

立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和４年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

◎日程第５  議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第３号令和４年度

上富良野町病院事業会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程いただき

ました、議案第３号令和４年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）につきまして、提案の要旨を御説明さ

せていただきます。 

 補正の概要でありますが、特定防衛施設周辺整備調整

交付金を財源とします除雪用ホイールローダー及び訪問

リハビリ車、車両購入事業につきまして事業費が確定し

たことにより、所要の減額補正をお願いするものであり

ます。 

 以下、議案を朗読し説明とさせていただきます。 

 議案第３号令和４年度上富良野町病院事業会計補正予

算（第２号）。 

（総則）。 

第１条、令和４年度上富良野町の病院事業会計の補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（資本的収入及び支出）。 

第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

収入。 

 第１款資本的収入１７８万４，０００円の減。 

第１項出資金１９万９，０００円の減。 

第２項補助金１５８万５，０００円の減。 

支出。 

第１款資本的支出１７８万４，０００円の減。 

第２項建設改良費１７８万４，０００円の減。 

 次ページ以降につきましては説明を省略させていただ

きます。 

 以上、議案第３号令和４年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）の御説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって提案理由の説明を終

わります。 

これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

なければこれをもって質疑を終了いたします。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

これから議案第３号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起

立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和４年度上富良野町病院事業会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（村上和子君） 以上をもって、本臨時会に付議さ

れた案件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて、令和４年第４回上富良野町議会臨時会を閉

会といたします。 

午前１０時３６分 閉会 
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